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議 題 
地域の総合的な移動サービスの確保で出かけたくなるまちづくり 

【都市整備局・健康福祉局】 
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【論点】 

１ 地域交通 

(1)地域交通を増やす取り組みとして、既存の地域交通サポート事業の課題

等を踏まえ、下記の観点で新たな支援制度を創設する。 

Ⅰ プッシュ型の支援、Ⅱ 支援内容の拡充 

(2)地域交通を守る取り組みとして、既存施策の連節バス導入に必要な走行

環境整備や生活交通バス路線維持制度に加え、バス運転士確保に関す

る、新たな支援制度を創設する。 

・令和７年度から運用を開始する。 

・評価指標と目標を定め、市民生活に影響する多面的な効果を検証し、 

施策の改善につなげるため、横浜市地域公共交通計画を策定する。 

２ 敬老パス 

(1)タクシー会社等が運行する地域交通にも適用し、制度の公平性を確保す

る。 

(2)運転免許証を返納された方（75 歳以上）の敬老パス負担金を無料とし、

公共交通を使った移動を勧奨することで、交通事故が多い高齢ドライバ

ーの免許返納を促進する。 

(3)経年的に敬老パスのデータを収集・分析し、制度のあり方を見極めてい

く。 

(4)介護予防効果の検証のため、要介護リスクの高い高齢者にモニターとし

て敬老パスを無料で交付する。 

※令和７年 10月～敬老パスの取組開始（地域交通への適用、免許返納者

への無償交付、モニター調査） 
 

【説明要旨】 

・地域交通を充実させて地域格差の改善に取り組み、誰もが移動しやすい環境を

整える必要がある。また、高齢者が免許を返納しやすい環境を作り、公共交通

を使った移動を勧奨する。さらに、経年的に敬老パスのデータを収集・分析し、

制度のあり方を見極める。 

・地域の総合的な移動サービスを、増やす・使う・守る、の３つの取組により進

めていく。 

・地域交通を増やす取組として、プッシュ型の支援を行うことで、移動ニーズの

掘り起こしや検討にかかる時間を短縮する。また、地域交通導入効果が高い路

線については、本格運行時の運行経費を一部公費負担するなど支援を拡充す



る。４年間で、公共交通圏域外半減を目指し、面積が大きい圏域外から優先的

に 50地区程度で取組を進める。 

・地域交通を使う取組として、これまで路線バス以外で使えなかった敬老パスを

タクシー会社等が運行する地域交通にも適用するとともに、高齢ドライバーの

免許返納を促進するため、運転免許証返納者の敬老パス負担金の無償化等を行

う。 

・地域交通を守る取組として、運転士の住宅手当補助制度の創設や人材確保に向

けた広報・PR を行う。 

・地域交通の取組を推進するための今後５年間のアクションプランとして、「横

浜市地域公共交通計画」を策定する。 

・協賛金など運賃外収入の積極的な獲得や、企業版ふるさと納税の活用など財源

確保の取組を進める。 

・敬老パス制度は効果検証を行い、データに基づき総合的に評価し、制度の改善

につなげる。介護予防効果については、利用者調査やモニター調査で検証を行

う。 
 

【主な意見等】 

・本日の説明内容の地域交通の取組については、PDCAサイクルを回していくた

め、更には国費を最大限導入するため、横浜市地域公共交通計画にもしっか

り位置付けていくべき。 

・資料にある、敬老パスの効果検証については、引き続き、精力的に分析・検

証を進めること。 

・地域交通と敬老パスという２つの取組を、「地域の総合的な移動サービスの確

保」というテーマで、セットで行っていくこととなる。一体性を確保して施

策を進め、「出かけたくなるまちづくり」の実現に繋げるべき。 
 

【結論】 

主な意見を踏まえつつ、局案について了承。 

  


